
目標

対象

日数 2日

時間 13:00

科　目　名 時間数

政策法務の基礎 13:00

講師

自治体経営研修

政策法務

・課題解決のための政策形成や、その実現手段としての法務に関する知識の習得を図る。
・政策形成能力を高めるとともに、政策実現のために、法務を積極的に活用する能力の向上を図
る。
・常に意欲的に課題を発見し、その解決に取り組むための意識の醸成を図る。

原則として在職３年以上の職員

・政策法務概論
・自治体政策
（意義、体系、サイクルと政策過程）
・自治立法
（自治体法務、条例制定権、解釈、条例の
つくり方、条例・規則の構成と形式）
・法律、条例の解釈と執行
（自治解釈、執行、評価）
・自治体争訟法務
（自治体争訟、行政事件訴訟、対応）
・政策法務体制

講　　義
演　　習

研修日程

実施科目

科　目　内　容 方　　法

1/8（木）～9（金）

研修所講師

研修所メッセージ

・「政策法務」とは、地方自治体における政策実現手段として、自治体の法務を積極的に活用していくことで
あり、自治体職員にとって必要不可欠なものです。
・新任研修（Ⅱ期）の「自治体法務」や「自治体政策」の発展的な内容であり、研修では講義とグループ演習の
両面から基礎的な政策法務能力の習得を図ります。実際に条例案を作成するなどの演習は、「立法法務」で
行います。
・本研修受講後、「行政法」や「立法法務」などを受講するとより知識の習得や能力向上が見込めます。
・研修所講師は、元市町村職員です。自らの行政経験を交えて講義しますので、実務に関連させながら、その
土台となる制度や仕組みを学ぶことができます。
・研修効果を高めるために、テキストを事前に通読し（研修約１か月前に送付）、研修に臨んでください。

参加した研修生の声

・条例や規則の制定が、政策を実現する手段の一つであることが理解できた。地域を良くするための攻めの
法務に取り組みたい。
・仕事をする際は事案に対してどのような法務手続きが発生するか意識し、未然に防止するように行動した
いと思った。
・グループ演習により、講義の理解不足を確認でき、また、グループ内での討議にて、理解の向上を図ること
ができた。
・理解問題、事例研究の量が多いわりに、解説の時間が短いと感じた。「自治体の裁量で正解はない」という
ことは理解できるが、どのような点を踏まえて判断するべきなのか、もう少し解説があるとグループ討議の
意義が高まると感じた。




